
農畜産物輸出拡大施設整備事業
【１０，０００百万円】

対策のポイント

「攻めの農林水産業」を実現するため、輸出の拡大や高品質・高付加価値化に資

する生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設や卸売市場施設の

整備を支援します。

＜背景／課題＞

・農業の成長産業化を図るためには、農畜産物の輸出拡大や高品質・高付加価値化を更

に発展させていくことが効果的です。

・このため、輸出先国の求める衛生条件等を満たすために必要な施設の整備等が必要で

す。

政策目標

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,451億円（平成27年）→１兆円（平成31年（平成32年から１年前倒し）））

○青果物・花きの輸出額を150％増（平成32年（対平成24年比））

（160億円（平成24年）→400億円（平成32年）） 等

＜主な内容＞

１．輸出対応型施設等の整備

「攻めの農林水産業」の実現に向け、国産農畜産物の輸出促進の取組に必要となる

輸出対応型の集出荷貯蔵施設や加工処理施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場の整備

生鮮食料品等の安定的な流通及び輸出促進を図るため、輸出先国が求める衛生基準

等を満たす施設や輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保に資する

施設等の整備を支援します。

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間事業者、農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局総務課生産推進室（０３－３５０２－５９４５）

２の事業 食料産業局食品流通課（０３－６７４４－２０５９）

［平成28年度補正予算の概要］
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